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遣
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命
・
吉
備
武
彦
命
・
高
田

媛
命
・
楽
々
森
彦
命
・
吉
備
津
彦

命
・
天
穂
日
命

〔
宮
　
司
〕
千
原
恭
平

〔
由
緒
沿
革
〕
当
社
は
、
延
喜
式

神
明
帳
に
も
記
載
の
あ
る
備
中
十

八
社
の
内
の
一
社
な
り
。創
建
は
、

景
行
天
皇
の
御
代
と
い
う
。

祭
神
の
高
田
媛
命
は
、
こ
の
地

方
の
県
主
、
楽
々
森
彦
命
の
娘
に

し
て
、
吉
備
津
彦
命
の
后
な
り
。

遣
霊
彦
命
は
、
崇
神
天
皇
の
御

代
、
吉
備
津
彦
命
に
随
い
て
従
軍

せ
し
脇
将
で
、
勲
功
に
よ
り
大
井

庄
内
五
ヶ
所
を
賜
っ
た
。
後
に
神

と
崇
め
ら
れ
社
を
建
て
て
五
神
を

合
わ
せ
て
奉
っ
た
。

往
古
は
、
二
宮
五
社
大
明
神
と

し
後
に
二
宮
皷
大
明
神
と
し
て
崇

め
奉
る
。
寛
永
年
間
領
主
木
下
氏

か
ら
祈
願
所
と
し
て
二
石
を
寄
進

せ
ら
れ
た
。
明
治
十
四
年
、
県
社

に
列
格
さ
れ
、
同
四
十
一
年
十
月

に
村
社
天
神
社
（
祭
神
　
天
穂
日

命
）
を
合
祀
す
。
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謹
ん
で
輝
か
し
い
平
成
十
一
年
の

新
春
を
迎
え
、
先
ず
以
っ
て
、
聖
寿

の
万
歳
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
の
隆

昌
、
そ
し
て
県
内
各
神
社
社
頭
の
御

神
威
昂
揚
と
、
神
職
氏
子
崇
敬
者
各

位
の
御
健
勝
を
お
祈
り
し
、
謹
ん
で

新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

と
り
わ
け
、
本
年
は
今
上
陛
下
御

即
位
十
年
と
い
う
大
変
意
義
深
き
年

に
あ
た
り
ま
す
。
常
に
世
界
の
平
和
と

国
民
の
平
安
を
願
い
、
心
休
ま
る
事
の

な
い
陛
下
の
御
聖
徳
に
改
め
て
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
と
共
に
、こ
れ
か
ら
も
御

皇
室
を
中
心
と
し
て
一
致
団
結
し
、

平
成
の
御
世
の
弥
栄
を
心
よ
り
ご
祈

念
申
し
上
げ
た
く
存
じ
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
戦
後
五
十
有
余
年
も
過
ぎ

た
今
日
で
は
あ
り
ま
す
が
、
残
念
な

が
ら
、
国
内
で
は
バ
ブ
ル
経
済
破
綻

後
も
依
然
と
し
て
経
済
は
低
迷
し
、

国
民
は
倒
産
・
就
職
難
・
リ
ス
ト
ラ
の

嵐
等
々
、
大
き
な
社
会
不
安
の
中
で

喘
い
で
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

寄
ら
ば
大
樹
式
の
こ
れ
ま
で
の
考
え

方
は
、
過
去
の
妄
想
と
な
り
、
こ
れ

か
ら
の
時
代
は
、
一
人
一
人
が
自
分

自
身
を
磨
い
て
、
如
何
に
す
れ
ば
人

の
お
役
に
立
て
る
の
か
、
ま
た
、
如

何
に
す
る
こ
と
が
自
己
の
向
上
に
つ

な
が
る
の
か
を
よ
く
見
極
め
て
い
く

こ
と
が
大
切
な
時
代
と
な
っ
て
き
た

と
い
え
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
今
ま
で

の
よ
う
に
、
周
囲
の
思
惑
に
流
さ
れ

た
高
学
歴
・
大
企
業
偏
重
主
義
や
、

官
公
庁
安
定
指
向
の
無
意
味
さ
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
如
何
な
る
職
業
に

於
い
て
も
、
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
し
、

結
果
一
人
で
も
多
く
の
人
々
の
お
役

に
立
て
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
の
人
々
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
戦

後
教
育
は
荒
廃
し
、
時
代
を
担
う
若

者
た
ち
に
と
っ
て
は
真
に
混
沌
た
る

時
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
こ
そ
、
真

実
に
目
を
背
け
ず
、
清
浄
明
直
な
る

道
に
進
ん
で
い
た
だ
き
た
く
強
く
念

願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

当
庁
に
於
き
ま
し
て
も
、
毎
年
幾

人
か
新
た
に
神
職
と
し
て
奉
職
を
希

望
さ
れ
る
方
が
お
ら
れ
る
わ
け
で
す

が
、
中
に
は
面
接
の
際
、
軽
い
気
持

ち
で
取
り
敢
え
ず
資
格
だ
け
欲
し
い

と
い
う
よ
う
な
者
が
い
る
と
い
う
こ

と
も
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
す
。
全
く

神
社
の
一
神
職
た
る
こ
と
を
な
ん
と

心
得
て
お
る
の
か
と
い
う
義
憤
と
、

教
育
の
退
廃
こ
こ
に
至
る
の
念
を
一

層
痛
感
す
る
昨
今
で
、
残
念
至
極
で

あ
り
ま
す
。
世
相
混
迷
の
昨
今
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
我
々
神
職
に
課
せ
ら
れ

た
責
務
は
、
重
大
で
あ
り
、
且
つ
、

そ
の
責
務
を
全
う
す
る
こ
と
は
、
永

遠
の
課
題
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

神
社
本
庁
憲
章
に
も
み
ら
れ
る
如

く
、
神
職
が
何
故
、
氏
子
崇
敬
者
の

教
化
育
成
に
当
た
り
、
社
会
の
師
表

た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う

意
味
を
、
新
任
神
職
諸
君
に
は
、
今

一
度
真
剣
に
考
え
て
頂
き
、
今
後
の

ご
活
躍
を
期
待
致
し
つ
つ
、
本
年
も

関
係
諸
兄
の
皆
様
方
に
と
り
ま
し

て
、
最
良
の
佳
き
年
と
な
り
ま
す
よ

う
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
、

年
頭
の
ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

宗
教
法
人
法
が
一
部
改
正
に
な

り
、
宗
教
法
人
は
、
役
員
名
簿
、
財

産
目
録
、
収
支
計
算
書
、
事
業
に
関

す
る
書
類
等
を
会
計
年
度
終
了
時
よ

り
四
ヶ
月
以
内
に
所
轄
庁（
県
知
事
）

あ
て
提
出
す
る
義
務
が
生
じ（
違
反

し
た
場
合
、
督
促
状
送
付
よ
り
二
ヶ

月
以
降
に
地
方
裁
判
所
へ
過
料
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。）て
よ
り
、
一
年
を
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。

当
庁
管
内
の
神
社
に
あ
っ
て
は
、
全

て
、
当
庁
経
由
と
な
り
、
各
神
社
か

ら
の
文
書
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す

が
、
未
提
出
神
社
及
び
記
載
不
備
の

文
書
が
多
く
、「
再
提
出
」や「
照
会
」

等
で
事
務
の
効
率
を
妨
げ
て
お
り
ま

す
の
で
今
一
度
再
確
認
願
い
た
く
、

大
ま
か
な
記
載
説
明
を
述
べ
ま
す
。

《
役
員
名
簿
》

神
社
の
機
構
の
中
、
法
人
上
の
役
員

（
代
表
役
員
・
責
任
役
員
・
又
そ
れ
ら

の
代
務
者
）の
住
所
・
氏
名
・
生
年
月

日
・
就
任
年
月
日
・
電
話
番
号
を
報

告
す
る
も
の
で
、
当
庁
登
録
の
も
の

と
同
一
で
あ
る
こ
と
、
又
、
県
知
事

よ
り
認
証
を
受
け
て
い
る
定
員
で
あ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
提
出
日

現
在
の
も
の
を
記
入
し
て
下
さ
い
。

《
財
産
目
録
》

財
産
目
録
は
毎
年
会
計
年
度
終
了
後

三
ヶ
月
以
内
に
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す（
神
社
規
則
第
三
二
条
）

が
、
多
く
の
神
社
に
お
い
て
は
会
計

面
の
収
支
決
算
書
の
み
作
成
し
報
告

し
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
今
後
、
各
神
社
に
お
か
れ

て『
財
産
台
帳
』『
財
産
目
録
』の
作
成

に
留
意
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

本
誌
に
お
い
て
基
本
財
産
、
特
殊

財
産
、
普
通
財
産
に
お
け
る
記
入
上

の
注
意
を
簡
単
に
述
べ
、
提
出
文
書

作
成
の
一
助
と
し
た
く
思
い
ま
す
。

『
基
本
財
産
』

基
本
財
産
は
、
基
本
財
産
台
帳
を

作
成
し
、
神
社
永
続
の
基
根
と
な
る

財
産
と
し
て
管
理
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
動
産
、
不
動
産
を
問
わ
ず

一
筆
、
一
件
ご
と
に
処
理
し
、
そ
れ

か
ら
生
ず
る
果
実
は
一
般
会
計
に
繰

り
入
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
基
本

財
産
は
全
て
登
記
事
項
と
な
っ
て
お

り
、
変
更
を
生
じ
た
時
は「
変
更
登

記
」の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

『
特
殊
財
産
』

特
殊
財
産
は
、
主
に
宝
物
又
、
目

的
を
も
っ
て
積
立
て
ら
れ
て
い
る
財

産
を
云
い
、
記
入
す
る
時
は
、
そ
の

保
管
内
容
と
な
り
ま
す
。

『
普
通
財
産
』

普
通
財
産
は
、
日
常
宗
教
活
動
を

行
う
に
必
要
な
財
産
で
あ
り
、
備
品

什
器
、
現
金
預
金
、
貸
付
金
、
前
払

金
等
一
年
間
の
活
動
の
実
績
が
記
載

さ
れ
ま
す
。
備
品
什
器
に
つ
い
て
は

消
耗
品
と
区
別
し
、
神
輿
、
太
鼓
、

神
鏡
等
宗
教
活
動
に
必
要
な
財
産
、

及
び
、
神
社
の
備
品
台
帳
に
登
載
さ

れ
て
い
る
も
の
の
合
計
を
記
入
す
る
。

又
、
現
金
預
金
に
つ
い
て
は
、
一
年

間
の
出
納
の
締
括
り（
会
計
年
度
終

了
時
）の
財
産
の
保
管
内
容
を
記
入

し
て
下
さ
い
。（
次
年
度
繰
越
金
額
）

以
上
財
産
目
録
は
、
会
計
年
度
終

了
時
の
日
付
に
て
記
載
し
、
責
任
役

員
了
解
の
上
提
出
し
て
下
さ
い
。

《
収
支
計
算
書
》

神
社
の
一
般
会
計
決
算
報
告
書
の

写
し
を
提
出
し
て
下
さ
い
。（
現
金
出

納
簿
写
し
で
は
な
く
、
決
算
書
と
し

て
科
目
別
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
）

《
建
物
に
関
す
る
書
類
》

こ
の
項
は
、
主
要
建
物
を
借
用
し

て
い
る
場
合
に
必
要
で
す
。

《
事
業
に
関
す
る
書
類
》

神
社
が
、
収
益
事
業
、
公
益
事
業

を
営
ん
で
い
る
場
合
に
必
要
で
す
。

以
上
概
略
を
述
べ
ま
し
た
が
、
詳
細

は
神
社
庁
へお
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
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作
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に
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て
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新

記

品 種「イセヒカリ」籾種
一昨年皇大神宮御鎮座二千年に当たり聖寿無窮を記念し、

『イセヒカリ』と命名された新品種稲の籾種を、本年も神宮
より神社へ授与されることとなりましたのでお知らせいた
します。尚、申込方法は下記の通りとなります。

十
一
月
十
九
日
午
前
十
時
半
よ
り

岡
山
県
神
社
庁
三
階
に
於
い
て
、
協

議
員
三
十
九
名
出
席
の
下
、
平
成
十

年
臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

先
ず
神
宮
遙
拝
の
後
、敬
神
生
活
の

綱
領
唱
和
に
続
き
庁
長
の
挨
拶
が
な

さ
れ
左
記
議
案
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

『
議
案
』

第
一
号
　
平
成
九
年
度
岡
山
県
神

社
庁
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

第
二
号
　
平
成
九
年
度
岡
山
県
神

社
庁
別
途
会
計
収
支
決
算

第
三
号
　
平
成
九
年
度
岡
山
県
神

社
庁
事
業
会
計
収
支
決
算

第
四
号
　
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目

録第
五
号
　
平
成
十
年
度
岡
山
県
神

社
庁
一
般
会
計
補
正
予
算
案

議
場
で
は
、
各
議
案
が
慎
重
審
議

さ
れ
た
後
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ

午
後
十
二
時
半
に
は
難
波
副
庁
長
の

閉
会
の
挨
拶
が
行
わ
れ
全
日
程
を
終

了
し
た
。

平
成
十
年

臨
時
協
議
員
会
開
催
さ
れ
る

申込方法　様式1の申請書を神社庁へお申し込み下さい。
申込条件　神社の神饌田にて栽培されること
申込期日 平成11年1月末日

神社への譲与のお知らせ

※籾種の数量は、神宮へお任せとなります。

様

式

一

 

平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
　
日 

神
宮
大
宮
司
　
久

邇

邦

昭

殿

 

「
イ
セ
ヒ
カ
リ
」
籾
種
譲
与
の
申
請
に
つ
い
て 

鎮
　
座
　
地 

神
　
社
　
名 

　
　
　
宮
　
司
　
名 

印 

　
標
記
の
こ
と
に
関
し
、
当
神
社
神
饌
田
に
於
て
も
、
新
品
種
「
イ
セ
ヒ
カ
リ
」
を
奉
栽
し
、

以
て
当
神
社
の
氏
子
崇
敬
者
に
対
し
て
、
更
な
る
大
御
神
様
の
御
神
徳
の
宣
揚
に
努
め
た
く

存
じ
ま
す
。 

　
つ
き
ま
し
て
は
、
特
別
の
御
詮
議
を
も
っ
て
譲
与
賜
わ
り
度
、
此
段
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

以
　
上
　 

平
成
七
年
、
小
笠
原
前
庁
長
の
意

向
に
よ
っ
て
、
岡
山
県
神
社
庁
設
立

五
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
「
岡
山

県
神
社
庁
五
十
年
史
」
を
発
行
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
た
が
、
平
成
八
年

四
月
、
岡
山
県
神
社
庁
設
立
五
十
周

年
記
念
、
第
三
十
四
回
岡
山
県
神
社

関
係
者
大
会
が
岡
山
市
立
市
民
文
化

ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
の
を
契
機
に

本
格
的
に
準
備
作
業
が
す
す
め
ら

れ
、
同
年
七
月
一
日
付
で
、
難
波
宗

朋
・
物
部
忠
三
郎
・
渡
�
宣
也
・
小
野

泰
道
・
井
上
勝
子
の
五
名
が
庁
史
編

纂
委
員
と
し
て
正
式
に
委
嘱
さ
れ
た
。

し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
昭
和

四
十
六
年
十
二
月
の
神
社
庁
庁
舎
の

火
災
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
古
い

記
録
や
写
真
な
ど
が
焼
失
し
て
し
ま

い
、や
む
な
く
神
社
本
庁
の
記
録
や
、

各
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
岡
山
県

神
社
庁
報
や
通
達
書
類
、
各
神
社
の

記
録
や
写
真
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た

だ
く
以
外
に
方
法
が
な
く
、
作
業
は

意
外
に
難
行
し
た
。
そ
こ
で
平
成
九

年
五
月
と
七
月
の
二
回
に
わ
た
り
、

倉
敷
市
と
岡
山
市
で
座
談
会
を
開

き
、
元
神
社
庁
長
の
河
本
貞
郁
・
福

田
睦
雄
両
先
生
や
、
元
神
社
庁
職
員

の
見
垣
安
邦
・
廣
山
泰
三
・
藤
原
鶴

子
の
お
三
方
を
お
招
き
し
、
湯
浅
庁

長
、
本
郷
参
事
、
太
田
主
事
、
五
名

の
編
纂
委
員
、
そ
れ
に
第
一
回
目
の

座
談
会
に
は
写
真
係
と
し
て
足
高
神

社
の
井
上
亮
二
宮
司
も
同
席
し
て
い

た
だ
き
、
ご
出
席
の
皆
さ
ん
方
の
お

話
の
中
か
ら
、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
か

ら
以
降
の
、
書
類
だ
け
で
は
わ
か
ら

な
か
っ
た
県
神
社
界
の
状
況
を
ほ
ぼ

見
当
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
た
い
へ

ん
有
意
義
で
あ
っ
た
。

次
に
神
社
庁
を
支
え
て
こ
ら
れ
た

岡
山
県
婦
人
神
職
会
、
岡
山
県
敬
神

婦
人
会
、岡
山
県
神
道
青
年
協
議
会
、

ま
た
庁
内
の
組
織
で
あ
る
教
化
委
員

会
、
青
少
年
対
策
委
員
会
、
神
楽
部

の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
の
皆
さ
ん
に
活

動
状
況
の
く
わ
し
い
原
稿
を
い
た
だ

き
、
ま
た
各
支
部
の
状
況
に
つ
い
て

は
支
部
長
さ
ん
か
ら
く
わ
し
い
ご
報

告
を
い
た
だ
い
た
。

こ
の
よ
う
に
『
岡
山
県
神
社
庁
半

世
紀
の
あ
ゆ
み
』
と
題
す
る
「
岡
山

県
神
社
庁
五
十
年
史
」
が
完
成
す
る

ま
で
に
は
、
非
常
に
多
く
の
方
々
か

ら
暖
か
い
ご
協
力
や
ご
激
励
を
い
た

だ
い
た
。
と
く
に
神
社
庁
の
本
郷
参

事
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
の
方
々
に

は
絶
大
な
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
。

ま
こ
と
に
有
難
く
厚
く
お
礼
を
申
し

上
げ
深
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
も
お
そ
ら
く
五
十
年
目
ご
と

に
神
社
庁
史
の
編
纂
が
行
わ
れ
る
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
最
初
の
編
纂
が
終

了
し
た
こ
と
で
編
纂
委
員
一
同
感
慨

無
量
の
気
持
ち
で
あ
る
。
各
神
社
、

ま
た
神
職
各
位
に
お
か
れ
て
も
、
ぜ

ひ
座
右
に
置
か
れ
、
五
十
年
間
を
ふ

り
か
え
る
よ
す
が
と
さ
れ
、
今
後
の

ご
発
展
の
参
考
と
も
な
れ
ば
望
外
の

よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

「
岡
山
県
神
社
庁 

　
半
世
紀
の
あ
ゆ
み
」

　
　
の
発
刊
に
つ
い
て 

平
成
10
年
12
月
発
刊 

A4
判
上
製
本
192
頁 
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四
回
目
と
な
る
「
こ
ど
も
お
伊
勢

ま
い
り
」
が
、
平
成
十
年
八
月
十
七

日
〜
十
九
日
の
日
程
で
開
催
さ
れ

た
。
参
加
者
は
、
小
学
男
子
十
二
人
、

小
学
女
子
十
八
人
、中
学
男
子
二
人
、

中
学
女
子
五
人
、
付
き
添
い
の
神
職

六
名
の
計
四
十
三
名
で
あ
っ
た
。
青

少
年
の
健
全
育
成
、
神
域
内
の
散
策

を
通
じ
神
威
の
発
揚
の
感
得
、
若
年

者
へ
の
神
社
へ
の
興
味
の
喚
起
と

様
々
な
目
的
を
持
っ
て
、
県
神
社
庁

青
少
年
対
策
位
委
員
会
の
恒
例
の
行

事
と
し
て
、
実
施
さ
れ
た
。

十
七
日
の
朝
、
津
山
か
ら
バ
ス
は

出
発
し
、
南
下
、
岡
山
駅
前
で
最
終

的
に
全
員
顔
見
せ
。
一
路
高
速
道
路

を
走
り
な
が
ら
、車
中
で
自
己
紹
介
、

沿
線
の
案
内
、
ク
イ
ズ
で
時
間
を
潰

す
。
お
盆
明
け
も
あ
っ
て
渋
滞
に
巻

き
込
ま
れ
昼
食
場
所
の
琵
琶
湖
湖
畔

に
着
い
た
の
が
三
時
過
ぎ
で
あ
っ

た
。
い
さ
さ
か
げ
ん
な
り
し
な
が
ら

も
、
昼
食
、
再
び
伊
勢
に
向
か
う
。

時
間
的
な
理
由
に
よ
り
二
見
興
玉
神

社
へ
の
参
拝
が
中
止
に
な
っ
た
の
は

残
念
で
あ
っ
た
。
神
宮
会
館
泊
で
明

日
へ
の
英
気
を
養
う
。

十
八
日
は
最
重
要
課
題
の
神
宮
参

拝
の
日
で
あ
る
。
先
ず
外
宮
参
拝
。

次
ぎ
に
内
宮
。
手
水
、
参
道
参
進
、

御
正
殿
で
拝
礼
を
通
じ
何
ら
か
の
感

激
を
味
わ
う
。
・
・
・
。
神
宮
職
員

こ
ど
も
お
伊
勢
ま
い
り

こ
ど
も
お
伊
勢
ま
い
り

参
拝
報
告 

竹
原
神
社
　

中
田
　
保 

の
方
か
ら
ご
説
明
を
戴
く
。
外
宮
で

は
特
別
に
古
殿
地
を
拝
観
す
る
事
が

出
来
た
。
お
か
げ
横
丁
散
策
・
昼
食

の
後
、
名
残
を
惜
し
み
な
が
ら
今
日

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
一
時
間
半
ほ

ど
の
時
間
で
あ
っ
た
が
、
体
を
動
か

し
た
り
、ク
イ
ズ
に
挑
戦
し
た
り
で
、

あ
っ
と
言
う
間
で
あ
っ
た
。

の
宿
泊
地
京
都
に
向
か

う
。
車
中
は
相
変
わ
ら

ず
の
賑
や
か
さ
で
あ

る
。
石
清
水
八
幡
宮
研

修
会
館
に
到
着
。
夕
食

後
、
初
め
て
の
試
み
と

し
て
体
育
館
で
の
レ
ク

十
九
日
。
朝
同
宿
の
大
学
神
職
課

程
履
修
者
の
禊
実
践
の
鳥
船
の
声
で

目
が
覚
め
る
。
前
日
の
二
十
三
時
に

ク
ー
ラ
ー
が
切
れ
た
と
の
こ
と
で
、

暑
く
て
寝
不
足
の
子
供
ら
も
吃
驚
し

た
ら
し
い
。
石
清
水
八
幡
宮
に
自
由

参
拝
。
職
員
の
方
よ
り
社
史
等
お
話

し
を
伺
う
。
研
修
会
館
で
の
食
事
は

全
く
の
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た

の
で
、
子
供
達
に
は
よ
い
経
験
で
あ

っ
た
ろ
う
。
最
後
の
目
的
地
大
坂
・

海
遊
館
に
向
か
う
。
大
人
に
は
格
好

の
デ
ー
ト
ス
ポ
ッ
ト
ら
し
い
が
、
子

供
で
も
充
分
に
楽
し
め
る
所
で
あ

る
。
館
内
自
由
見
学
で
、
お
魚
さ
ん

と
の
楽
し
い
対
面
も
一
時
間
ほ
ど
で

終
わ
り
。
全
日
程
を
無
事
消
化
し
、

岡
山
へ
と
帰
路
を
急
ぐ
。

今
回
で
四
回
目
と
な
る
「
こ
ど
も

お
伊
勢
ま
い
り
」
も
段
々
と
定
着
し

つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。
次
回
へ
の
遷

宮
へ
の
取
り
組
み
、
年
末
の
神
宮
大

麻
・
暦
頒
布
増
加
の
為
に
も
、
も
っ

と
も
っ
と
神
宮
に
親
し
ん
で
戴
き
た

い
と
感
じ
た
次
第
で
す
。
多
く
の

方
々
の
ご
意
見
を
拝
聴
し
、
よ
り
良

い
「
こ
ど
も
お
伊
勢
ま
い
り
」
と
な

り
ま
す
よ
う
念
じ
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
参

拝
に
当
た
り
色
々
ご
配
慮
戴
き
ま
し

た
、
神
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
の
方
々
、

又
関
係
各
位
の
皆
様
方
に
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

尚
、
参
拝
に
参
加
し
ま
し
た
、
子

供
の
作
文
を
掲
載
し
ま
す
。
お
目
通

し
を
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

こ
ど
も
お
伊
勢
ま
い
り
に
参
加
し
て

五
年
　
黒
住
　
和
樹

ぼ
く
は
、
八
月
十
七
日
、
十
八
日
、

十
九
日
の
三
日
間
、「
こ
ど
も
お
伊

勢
ま
い
り
」
に
参
加
し
た
。

一
番
び
っ
く
り
し
た
の
は
、
伊
勢

の
神
宮
の
大
き
さ
だ
。
内
宮
と
外
宮

と
い
う
二
つ
の
大
き
な
お
宮
の
ほ
か

に
も
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
神
社

が
あ
っ
て
日
本
一
大
き
い
神
社
だ
そ

う
だ
。
広
す
ぎ
て
、
途
中
で
歩
く
の

が
い
や
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
古
い

け
ど
立
派
な
建
物
が
、
二
十
年
た
つ

と
建
て
か
え
ら
れ
る
の
に
は
び
っ
く

り
し
た
。

た
く
さ
ん
の
人
の
お
話
を
聞
き
、

初
め
て
知
っ
た
こ
と
や
不
思
議
な
こ

と
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
。
有
名
な
建



物
を
見
学
し
て
、
ぼ
く
は
、
こ
こ
に

ま
つ
ら
れ
て
い
る
神
様
に
つ
い
て
興

味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
も
っ
と
神

社
の
こ
と
を
調
べ
た
い
と
思
っ
た
。

い
っ
し
ょ
に
行
っ
た
人
は
三
十
人

く
ら
い
だ
っ
た
が
、
男
の
子
と
は
ほ

と
ん
ど
友
だ
ち
に
な
る
こ
と
が
で

き
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
お
世
話

に
な
っ
っ
た
先
生
方
ほ
ん
と
う
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ぼ
く
に

と
っ
て
こ
の
三
日
間
は
、
夏
休
み
の

よ
い
思
い
出
に
に
な
り
ま
し
た
。
来

年
あ
っ
た
ら
ま
た
参
加
し
て
み
た
い

で
す
。

こ
ど
も
伊
勢
参
り
に
参
加
し
た
こ
と

五
年
　
伏
見
　
光
代

八
月
十
七
日
か
ら
二
泊
三
日
の
こ

ど
も
伊
勢
参
り
に
参
加
し
ま
し
た
。

旅
行
に
行
く
前
は
、
友
達
が
で
き

る
か
、
楽
し
く
出
来
る
か
心
配
で
し

た
。
で
も
、
み
ん
な
に
会
っ
て
み
る

と
、
仲
良
く
で
き
、
お
し
ゃ
べ
り
し

た
り
、
遊
ん
だ
り
し
て
楽
し
か
っ
た

で
す
。

二
日
目
に
、
内
宮
と
外
宮
に
行
き

ま
し
た
。
内
宮
に
は
、
太
陽
の
よ
う

に
尊
い
神
、
天
照
大
御
神
を
お

ま
つ
り
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

神
様
は
私
達
日
本
人
を
守
っ

て
く
だ
さ
る
神
様
で
す
。

外
宮
に
は
、
食
物
を
管
理

す
る
神
、
豊
受
大
御
神
を
お

ま
つ
り
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
神
様
は
天
照
大
御
神

の
食
事
の
お
世
話
を
す
る

と
と
も
に
、
私
達
が
生
き

て
い
く
た
め
に
必
要
な
食

物
を
さ
ず
け
て
く
だ
さ
る

神
様
で
す
。

他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
お

宮
が
あ
っ
た
け
ど
、
ど

ん
な
神
様
を
お
ま
つ
り
し
て

い
る
の
か
知
り
た
い
し
、
私
の

住
ん
で
い
る
町
の
い
ろ
い
ろ

な
お
宮
の
こ
と
も
知
り
た
い

で
す
。

屋
根
の
上
に
は
、
か
つ
お

木
が
屋
根
の
お
も
し
を
し

て
い
ま
し
た
。
バ
ラ
ン
ス

を
く
ず
し
て
今
に
も
落
ち

て
き
そ
う
な
か
ん
じ
が
し
ま
し
た
。

内
宮
の
か
つ
お
木
は
ぐ
う
数
で
、
外

宮
は
き
数
だ
そ
う
で
す
。
ど
う
し
て

数
が
ち
が
う
の
か
不
思
議
で
し
た
。

内
宮
は
外
宮
よ
り
少
し
広
く
て

二
つ
の
お
宮
を
回
る
の
に
と
て
も
つ

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
飲
ま
せ
て
も

ら
っ
た
お
茶
は
、の
ど
が
か
わ
い
て
い

た
の
で
、
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

そ
の
あ
と
神
宮
会
館
を
出
て
研
修

セ
ン
タ
ー
へ
行
き
ま
し
た
。

研
修
セ
ン
タ
ー
は
大
学
の
人
達
が

神
主
に
な
る
た
め
の
勉
強
を
し
て
い

ま
し
た
。
勉
強
を
し
て
い
る
の
で
静

か
に
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
た
け
ど

夜
に
み
ん
な
で
さ
わ
い
で
と
な
り
の

部
屋
の
人
達
に
お
こ
ら
れ
ま
し
た
。

三
日
目
は
、
私
が
楽
し
み
に
し
て

い
た
海
遊
館
へ
行
き
ま
し
た
。
イ
ル

カ
や
ラ
ッ
コ
や
き
れ
い
な
魚
は
と
て

も
か
わ
い
か
っ
た
で
す
。
ク
ジ
ラ
や

エ
イ
は
お
も
し
ろ
い
顔
を
し
て
い
ま

し
た
。
サ
メ
や
ワ
ニ
は
ち
ょ
っ
ぴ
り

こ
わ
そ
う
な
顔
で
し
た
。

海
遊
館
を
出
る
と
、
さ
い
ふ
の
中

は
か
ら
っ
ぽ
で
お
こ
づ
か
い
は
全
部

な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
と
て

も
か
わ
い
い
記
念
に
な
る
も
の
が
買

え
ま
し
た
。

三
日
間
で
し
た
が
と
て
も
楽
し
い

時
間
が
過
ご
せ
ま
し
た
。
お
世
話
に

な
っ
た
先
生
や
仲
良
く
な
っ
た
友
達

と
わ
か
れ
る
の
は
さ
み
し
い
け
ど
、

ま
た
い
つ
か
会
い
た
い
で
す
。
そ
れ

と
ま
た
こ
ん
な
機
会
が
あ
っ
た
ら
参

加
し
て
友
達
を
い
っ
ぱ
い
つ
く
り
た

い
で
す
。
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「
昭
和
天
皇
十
年

式
年
祭
遙
拝
式
」

執
行
に
つ
い
て

来
る
平
成
十
一
年
一
月
七
日
は
、
昭
和
天
皇
が
崩
御
さ
れ
ま
し
て

よ
り
十
年
の
式
年
に
あ
た
り
ま
す
。

当
日
は
、
宮
中
皇
霊
殿
並
び
に
武
蔵
野
陵
に
お
い
て
昭
和
天
皇
十

年
式
年
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
山
陵
の
儀
に
併
せ
て
、
各
神
社
に
お
い
て
左
記

に
よ
り
遙
拝
式
を
取
り
行
っ
て
下
さ
い
。

日
　
時

平
成
十
一
年
一
月
七
日（
木
）

午
前
十
時
三
十
分

式
次
第

昭
和
四
十
六
年
規
程
第
八
号

『
神
社
に
於
い
て
行
う
恒
例
式
』

第
一
遙
拝
を
参
照

掛
け
ま
く
も
畏
き
武
蔵
野
陵
の
大
前
を
遙
に
拝
み
奉
り
て
恐

み
恐
み
も
白
さ
く

言
わ
ま
く
も
畏
き
昭
和
天
皇
の
由
久
里
奈
く
も
崩
御
坐
し
し

よ
り
月
日
は
廻
り
往
き
て
今
日
は
早
く
も
十
年
の
式
の
御
祭

仕
奉
ら
し
め
給
う
日
に
な
も
成
り
ぬ
る
が
故
に
清
き
明
き
真

心
以
ち
て
諸
人
等
此
の
齋
場
に
参
来
集
い
て
今
日
の
大
神
祭

を
遙
に
拝
み
奉
り
て
世
に
高
き
大
御
徳
を
仰
ぎ
奉
り
深
き
大

御
慈
を
偲
び
奉
る
状
を
平
ら
け
く
安
ら
け
く
聞
食
せ
と
恐
み

恐
み
も
白
す

昭
和
天
皇
十
年
式
年
祭
遙
拝
詞
（
例
文
）

記



ま
ず
島
根
県
か
ら
は
、
昨
年
神
宮

大
麻
増
頒
布
推
進
県
に
指
定
さ
れ
た

の
で
、
次
の
六
項
目
の
増
頒
対
策
を

立
て
、
神
職
総
代
一
体
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
る
。

①
神
職
相
互
の
熱
意
の
喚
起

②
研
修
等
で
の
大
麻
奉
斎
の
意
義

の
徹
底

③
拝
受
者
名
簿
の
作
成

④
団
地
の
新
世
帯
への
奉
斎
呼
び
か
け

⑤
社
頭
授
与
に
も
力
を
入
れ
る

⑥
神
職
が
神
棚
の
ま
つ
り
方
や
大

麻
奉
斎
の
意
義
に
つ
き
神
徳
講

話
を
行
う

が
報
告
さ
れ
た
。

広
島
県
か
ら
は
家
庭
祭
祀
の
盛
り

上
げ
に
「
車
の
キ
ー
を
神
棚
に
置
き

ま
し
ょ
う
」
運
動
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
今
日
の
車
社
会
の
中
か
ら
神
棚

崇
拝
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
の

観
点
か
ら
、
ポ
ス
タ
ー
と
標
語
を
作

り
、
車
の
キ
ー
を
ま
つ
る
小
さ
な
神
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第
六
回
中
国
地
区
神
社
庁
教
化
会

議
が
八
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日
の

二
日
間
、
出
雲
市
、
島
根
厚
生
年
金

会
館
で
、
中
国
五
県
か
ら
二
十
名
が

参
加
し
て
開
催
さ
れ
た
。
岡
山
県
か

ら
は
中
国
地
区
教
化
講
師
と
し
て
難

波
副
庁
長
、
小
野
、
渡
辺
両
教
化
常

任
委
員
、
藤
山
教
化
委
員
の
四
名
が

参
加
し
た
。

初
日
は
午
後
一
時
半
か
ら
開
会
式

が
行
わ
れ
、
神
宮
遥
拝
、
君
が
代
斉

唱
、敬
神
生
活
の
綱
領
唱
和
の
あ
と
、

当
番
県
を
代
表
し
て
尾
崎
保
島
根
県

神
社
庁
副
庁
長
、
安
達
寿
人
同
教
学

委
員
長
が
そ
れ
ぞ
れ
歓
迎
の
挨
拶
を

行
っ
た
。
自
己
紹
介
に
続
い
て
会
議

に
移
り
、
平
成
九
年
度
の
各
県
教
化

活
動
報
告
と
今
年
度
の
事
業
計
画
、

新
聞
や
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
の

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
な
ど
に
つ
い

て
各
県
か
ら
報
告
を
行
い
討
議
が
行

わ
れ
た
。

棚
の
授
与
を
県
下
全
域
に
教
化
活
動

と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
神
棚
は
屋

根
付
き
と
屋
根
な
し
の
二
種
類
を
作

成
、
す
で
に
一
千
体
く
ら
い
出
て
い

る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
社
頭

講
話
の
研
修
に
も
力
を
入
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

山
口
県
は
天
皇
陛
下
の
御
即
位
十

年
の
奉
祝
運
動
の
展
開
、
神
宮
大
麻

奉
斎
を
念
頭
に
家
庭
の
ま
つ
り
の
振

興
と
神
棚
の
推
進
、
中
国
地
区
社
頭

講
演
研
修
会
を
継
続
開
催
「
敬
神
生

活
の
鋼
領
」
の
垂
れ
幕
の
配
付
を
他

県
に
も
働
き
か
け
る
な
ど
活
動
報
告

が
あ
っ
た
。

島
根
県
か
ら
は
、
神
宮
大
麻
の
ふ

る
さ
と
便
な
ど
増
頒
布
対
策
、
家
庭

祭
祀
の
振
興
、
青
少
年
の
祭
へ
の
参

加
促
進
と
子
供
の
心
に
敬
神
感
謝
の

念
を
持
た
せ
る
た
め
、
各
神
社
の
氏

子
青
年
協
議
会
で
ま
ず
父
親
教
育
に

力
を
入
れ
る
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
。

岡
山
県
か
ら
は
氏
神
様
へ
の
初
詣

と
神
宮
大
麻
、
氏
神
の
神
社
の
奉
斎

を
呼
び
か
け
た
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
と
ラ
ジ

オ
Ｃ
Ｍ
、
巡
回
神
道
講
演
会
と
社
頭

講
話
研
修
会
、
教
化
委
員
の
神
社
視

察
研
修
、「
こ
ど
も
伊
勢
参
り
」
な

ど
の
活
動
を
報
告
し
た
。
こ
れ
ら
各

県
の
報
告
を
受
け
時
間
ま
で
質
疑
を

行
い
初
日
の
日
程
を
終
了
、
夜
は
懇

親
会
で
交
流
を
深
め
た
。

二
日
目
は
午
前
八
時
半
か
ら
会

議
を
再
開
、
初
日
の
ま
と
め
を
行
っ

た
あ
と
、
各
県
か
ら
十
年
度
へ
の
取

り
組
み
が
発
表
さ
れ
た
。
各
県
と

も
九
年
度
の
活
動
を
踏
ま
え
、
本
庁

の
教
化
テ
ー
マ
で
も
あ
る
家
庭
祭
祀

の
問
題
に
工
夫
を
こ
ら
し
、多
角
的
、

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
行
く
こ
と

が
述
べ
ら
れ
た
。
と
く
に
広
島
県
か

ら
は「
車
の
キ
ー
は
神
棚
に
」の
標
語

と
神
棚
、
敬
神
生
活
の
綱
領
の
垂
れ

幕
の
配
付
を
全
県
的
に
行
う
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
島
根
県
も
敬
神
生

活
の
鋼
領
の
垂
れ
幕
を
県
下
の
全
神

社
に
配
布
す
る
と
い
う
方
針
が
述
べ

ら
れ
た
。
岡
山
県
で
も
教
化
委
内
各

部
の
活
動
実
績
を
検
討
し
、
他
県
の

成
果
を
参
考
に
十
年
度
に
取
り
組
ん

で
行
く
決
意
を
発
表
し
た
。

限
ら
れ
た
時
間
で
の
教
化
会
議
で

あ
っ
た
が
、
各
県
と
も
積
極
的
な
発

言
で
教
化
へ
の
強
い
意
欲
が
感
じ
ら

れ
、
充
実
し
た
会
議
と
な
っ
た
。
会

議
終
了
後
、
全
員
で
出
雲
大
社
に
正

式
参
拝
し
、
来
年
の
鳥
取
で
再
会
を

約
し
散
会
し
た
。

中国地区神社庁教化会議

家庭祭祀など討議

島根で

中国地区
教化会議
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神社本庁研修所（研修室）

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-1-2

TEL（03）3379-8018

イ．神宮道場

〒516-0026 三重県伊勢市宇治浦田1-2-5

TEL（0596）24-1109

ロ．指導者養成研修は後日決定する。

1、指導神職研修（身分2級上基礎研修併設）

①正階以上の階位を有する者で、身分2級以上の神職

②権宮司を置く神社の宮司、及び本庁・神社庁の参事に任

用予定の者（その旨神社庁長の副申を要する）

③中堅神職研修の全課程（30日）を修了した者

2、中堅神職研修（身分2級基礎研修併設）

①3級以上の神職で5年以上の神職経歴を有し、各種研修を

4日間以上受講している者。但し、昭和50年7月1日以降

に神職に任用された者は、初任神職研修を修了していな

ければならない。

②別表神社の宮司、権宮司及び本庁・神社庁の主事に任用

予定の者（その旨神社庁長の副申を要する）

3、明階基礎研修

・神職にして、正階を授与されてから、大学学部を卒業し

た者又は神職養成機関普通課程を修了した者にあっては7

年以上、短期大学及びこれと同等以上の学校を卒業した

者にあっては10年以上、その他の者にあっては12年以

上在職し、成績特に優秀として神社庁長の推薦を得た者

（但し、既研修修了者を除く）

4、正階基礎研修

・神職にして、権正階を授与されてから、7年以上在職する

者又は4年以上在職する年齢44歳を過ぎた者で、成績特

に優秀として神社庁長の推薦を得た者（但し、既研修修

了者を除く）

5、指導者養成研修

①3級以上の神職で、5年以上の神職経歴を有し、神社庁長

が特に推薦する者。但し、昭和50年7月1日以降に神職

に任用された者は、初任神職研修を修了していなければ

ならない。

②神職以外の者で、研修所長が特に認めた者。

指導神職研修　10日間5万円・5日間3万円

中堅神職研修　4万5千円

明階基礎研修　6万円

正階基礎研修　6万円

指導者養成研修は後日決定する。

受講希望者は神社庁へ申込書をご請求下さい。

各研修とも開催日の30日前までに必着厳守のこと。

研修費の納入方法、携行品、研修者心得等は、入所承認者

宛通知する。

以上

神社本庁研修所直轄研修のお知らせ

人員 

30名 

30名 

45名 

45名 

 

各県 1名 

45名 

各県 1名 

各県各管 
1名 

50名 

45名 

45名 

45名 

30名 

日数 開催研修名 期間（いずれも平成11年） 

5日間 

10日間 

10日間 

10日間 

 

3日間 

10日間 

4日間 

4日間 

4日間 

10日間 

10日間 

10日間 

5日間 

1月19日～23日 

4月14日～23日 

6月　8日～17日 

6月19日～28日 

 

7月　4日～　6日 

7月　8日～17日 

7月21日～24日 

8月　3日～　6日 

8月23日～26日 

9月18日～27日 

10月　6日～15日 

10月20日～29日 

11月25日～29日 

平成10年度分 

第50回指導神職研修 

第51回指導神職研修 

第47回正階基礎研修（乙） 

第59回明階基礎研修（乙） 

平成11年度分 

第45回神道行法錬成研修会 

第41回中堅神職研修 

神社庁祭式指導者養成研修会（乙） 

神社庁雅楽指導者養成研修会

神社庁祭祀指導者養成研修会 

第60回明階基礎研修（丙） 

第48回正階基礎研修（丙） 

第42回中堅神職研修 

第52回指導神職研修 

1 主催

開催研修名及び期間・研修人員

開催場所

研修費用

手続

申込期限

その他

研修対象者

2

5

6

7

8

3

4



神
社
庁
恒
例
の
神
事
、
大
麻
頒
布

始
祭
が
、
十
月
八
日
吉
備
津
神
社
・

参
集
殿
に
お
い
て
斎
行
さ
れ
た
。

当
日
午
前
十
時
よ
り
神
社
庁
本
郷

参
事
を
斎
主
に
、
根
石
録
事
他
二
名

の
祭
員
に
よ
り
厳
粛
に
行
わ
れ
た
。

祭
典
に
引
き
続
い
て
表
彰
の
伝
達

が
行
わ
れ
た
。

神
宮
大
宮
司
表
彰

・
支
部
表
彰

勝
田
支
部
・
英
田
支
部

・
特
別
優
良
従
事
者
表
彰

安
仁
神
社
宮
司
　
三
原
千
幸
氏

・
優
良
従
事
者
表
彰

神
職
の
部

穴
門
山
神
社
宮
司

迫
本
昌
利
氏
他
九
人

総
代
の
部

八
幡
神
社
総
代

小
田
歓
三
氏
他
四
人

平
成
九
年
度
県
神
社
庁
表
彰

・
支
部
表
彰

岡
山
支
部
・
赤
磐
郡
支
部

・
四
条
一
項
該
当
に
よ
る
表
彰

九
七
社

談
合
会
に
移
り
、
平
成
九
年
度
頒

布
実
績
の
説
明
が
あ
り
、
前
年
度
比
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社頭講話 
研 修 会
社頭講話 
研 修 会

神
社
庁
教
化
委
員
会
主
催
に
よ
る

社
頭
講
話
研
修
会
が
、
十
一
月
十
三

日
、「
い
さ
お
会
館
」
に
お
い
て
開

催
さ
れ
、
十
五
名
が
受
講
し
た
。

今
回
は
去
る
五
月
下
旬
山
口
県
神

社
庁
で
開
催
さ
れ
た
、
第
一
回
社
頭

講
演
研
修
会
に
参
加
し
た
、
渡
辺
宣

也
、
中
川
卓
弘
、
粟
井
睦
夫
各
宮
司

の
伝
達
講
習
会
を
兼
ね
て
行
わ
れ

た
。先

ず
三
氏
か
ら
三
十
分
ず
つ
の
報

告
講
話
が
あ
り
質
疑
を
混
え
て
午
前

中
を
終
了
し
た
。

午
後
か
ら
は
、
各
出
席
者
一
人
ず

つ
三
分
間
の
持
ち
時
間
で
、
講
話
を

発
表
し
、
相
互
批
評
を
行
っ
た
。

途
中
で
、
福
田
委
員
長
は
じ
め
三

氏
の
寸
評
を
は
さ
み
な
が
ら
、
肩
の

凝
ら
な
い
研
修
に
な
っ
た
。

主
管
の
教
宣
部
の
計
画
で
は
、
年

明
け
し
て
三
月
頃
も
う
一
度
こ
の
形

の
研
修
会
を
予
定
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
、
各
位
の
多
数
の
参
加
を
希

望
し
て
い
る
。

神
宮
大
麻 

頒 

布 

始 

祭 

◎
合
併

十
一
月
十
七
日

川
上
郡
成
羽
町
大
字
吹
屋

八
幡
神
社

（
山
神
社
を
吸
収
合
併
）

◎
祭
神
変
更

十
一
月
十
七
日

川
上
郡
成
羽
町
大
字
吹
屋

八
幡
神
社

（
祭
神
追
加
）

◎
神
社
規
則
変
更

六
月
二
十
六
日

岡
山
市
石
関
町

岡
山
神
社

（
境
内
地
の
一
部
を
宗
教
目
的
外
使
用
）

岡
山
市
石
関
町

岡
山
神
社

（
第
三
十
四
条
の
末
尾
に
『
自
動
車

駐
車
場
』
を
加
え
る
）

七
月
二
十
一
日

小
田
郡
矢
掛
町
浅
海

岩
山
神
社

（
第
十
四
条
総
代
定
数
の
変
更
）

八
月
十
八
日

真
庭
郡
落
合
町
旦
土

國
玉
神
社

（
第
二
十
六
条
中
会
計
月
の
変
更
）

承
認
さ
れ
た
神
社

自
　
平
成
十
年
七
月
一
日

至
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日

一
九
〇
体
の
増
で
あ
る
が
、
十
五
支
部

が
、マ
イ
ナ
ス
五
体
か
ら
マ
イ
ナ
ス
二
百

体
と
な
っ
た
。

平
成
十
年
度
は
、
前
年
よ
り
四
千

体
の
増
頒
布
を
目
標
に
取
り
組
む
よ

う
檄
が
と
ば
さ
れ
閉
会
し
た
。

八
月
二
十
五
日

阿
哲
郡
大
佐
町
田
治
部

國
司
神
社

（
第
十
条
第
三
項
・
第
二
十
三
条
第
二

項
及
び
第
三
項
・
第
二
十
七
条
第
二

項
・
第
三
十
条
の
変
更
）

九
月
四
日

玉
野
市
玉

玉
比
　
神
社

（
境
内
神
社
祭
神
変
更
）

岡
山
市
今

今
村
宮

（
収
益
事
業
開
始
の
伴
う
各
条
項
の
変
更
）

岡
山
市
今

今
村
宮

（
境
内
地
の
一
部
を
宗
教
目
的
外
使
用
）

岡
山
市
大
供
表
町

石
門
別
神
社

（
収
益
事
業
開
始
の
伴
う
各
条
項
の
変
更
）

岡
山
市
大
供
表
町

石
門
別
神
社

（
境
内
地
の
一
部
を
宗
教
目
的
外
使
用
）

十
一
月
十
七
日

川
上
郡
成
羽
町
大
字
吹
屋

八
幡
神
社

（
第
三
条
中
祭
神
名
の
変
更
）

吉
備
郡
真
備
町
妹

穴
門
山
神
社

（
第
十
四
条
総
代
定
数
の
変
更
）

倉
敷
市
日
吉
町

山
王
春
日
神
社

（
第
二
十
六
条
中
会
計
月
変
更
）

◎
社
名
変
更

九
月
四
日

玉
野
市
玉

玉
比
　
神
社

（
境
内
神
社
社
名
変
更
）

◎
財
産
処
分

五
月
二
十
二
日

久
米
郡
中
央
町
金
堀

西
山
神
社

（
農
道
改
良
工
事
に
伴
い
境
内
地
売
却
）

五
月
二
十
六
日

久
米
郡
柵
原
町

定
宗
神
社

（
県
道
改
良
工
事
に
伴
い
境
外
地
売
却
）

五
月
二
十
七
日

御
津
郡
御
津
町
大
字
河
内
　
八
幡
宮

（
砂
防
工
事
に
伴
い
境
内
地
売
却
）

八
月
二
十
五
日

英
田
郡
西
粟
倉
村

粟
倉
神
社

（
村
道
拡
幅
改
良
工
事
に
伴
い
境
外
地
売
却
）

新
見
市
下
熊
谷

八
幡
神
社

（
県
道
拡
幅
工
事
に
伴
い
境
内
地
他
売
却
）

九
月
一
日

赤
磐
郡
熊
山
町
岡

八
幡
和
氣
降
居
神
社

（
美
作
岡
山
間
道
路
建
設
工
事
に
伴

い
山
林
売
却
）

十
月
十
四
日

浅
口
郡
鴨
方
町
大
字
小
坂
東

八
幡
神
社

（
犬
飼
川
荒
廃
砂
防
事
業
に
伴
い
山
林
売
却
）

上
房
郡
賀
陽
町
吉
川

吉
川
八
幡
宮

（
道
路
災
害
防
除
工
事
に
伴
い
山
林
売
却
）

久
米
郡
柵
原
町
大
戸

住
吉
神
社

（
近
接
住
宅
管
理
上
申
し
出
が
あ
っ

た
た
め
山
林
売
却
）

十
一
月
十
七
日

邑
久
郡
牛
窓
町
牛
窓

五
香
宮

（
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
工
事
に
伴
い

境
内
地
売
却
）

上
房
郡
賀
陽
町
竹
荘

岩
牟
良
神
社

（
町
道
バ
イ
パ
ス
工
事
に
伴
い
境
外

地
等
価
交
換
）

久
米
郡
中
央
町
打
穴
里

白
山
神
社

（
道
路
防
災
工
事
に
伴
い
境
外
地
売
却
）

◎
主
要
建
物
改
築

九
月
一
日

総
社
市
奥
坂

阿
宗
神
社

（
社
務
所
改
築
）

◎
模
様
替
え

七
月
二
十
八
日

岡
山
市
竹
原

竹
原
神
社
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階
位
授
与

五
月
十
五
日

八
幡
宮
宮
司

富
山
　
道
常

高
田
神
社
宮
司

野
山
　
拓
昭

阿
津
田
神
社
宮
司

中
村
　
　
登

神
職
身
分
二
級
と
す
る

八
月
一
日

林
野
神
社
宮
司

中
川
　
卓
弘

庁
規
第
九
十
条
第
二
項
の
規
程
に
よ

り
兼
ね
て
英
田
郡
美
作
町
　
八
坂
神

社
宮
司
に
特
任
す
る

九
月
一
日 本

庁
辞
令

皷
神
社
宮
司

千
原
　
恭
平

天
神
社
宮
司

田
中
　
幹
雄

神
職
身
分
二
級
上
と
す
る

十
一
月
一
日

安
仁
神
社
宮
司

三
原
　
千
幸

神
社
庁
参
事

本
郷
　
弘
之

祭
式
講
師
を
委
嘱
す
る

由
加
神
社
宮
司

新
庄
　
正
安

錬
成
行
事
道
彦
を
委
嘱
す
る

十
二
月
一
日

吉
備
津
彦
神
社
禰
宜

守
分
　
清
身

岡
山
市
一
宮

吉
備
津
彦
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
月
一
日

神
社
庁
録
事

杉
田
　
節
子

神
社
庁
主
事
補
に
任
ず
る

八
月
七
日

長
家
　
　
基

神
社
庁
理
事
に
選
任
す

九
月
二
十
四
日

岡
山
縣
護
國
神
社
権
禰
宜

河
野
　
　
薫

神
社
庁
祭
式
助
教
を
委
嘱
す
る

岡
山
縣
護
國
神
社
権
禰
宜

河
野
　
　
薫

神
社
庁
辞
令

七
月
八
日

大
宮
神
社
宮
司

瀧
本
　
正
大

英
田
郡
英
田
町
奥

兼
ね
て
奥
神
社
宮
司
に
任
ず
る

磐
戸
山
神
社
宮
司

高
田
　
義
隆

川
上
郡
備
中
町
大
字
布
瀬

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜

高
田
　
賢
彦

川
上
郡
成
羽
町
大
字
長
地

兼
ね
て
諏
訪
神
社
宮
司
代
務
者
に
任
ず
る

八
幡
神
社
禰
宜

高
田
　
賢
彦

川
上
郡
成
羽
町
大
字
長
地

兼
ね
て
國
司
神
社
宮
司
代
務
者
に
任
ず
る

七
月
十
五
日

小
橋
　
信
夫

岡
山
市
祇
園

龍
之
口
八
幡
宮
権
禰
宜
に
任
ず
る

森
原
　
光
治

岡
山
市
祇
園

龍
之
口
八
幡
宮
権
禰
宜
に
任
ず
る

新
庄
　
俊
昭

和
気
郡
和
気
町
大
田
原

由
加
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

七
月
十
七
日

林
野
神
社
宮
司

中
川
　
卓
弘

英
田
郡
美
作
町
田
殿

兼
ね
て
田
殿
神
社
宮
司
に
任
ず
る

林
野
神
社
宮
司

中
川
　
卓
弘

英
田
郡
美
作
町
田
殿

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

◎
明
階
（
無
試
験
検
定
）

九
月
十
五
日

丸
田
　
実
技

◎
正
階
（
無
試
験
検
定
）

八
月
二
十
日

杉
山
　
正
宣

九
月
一
日

桑
野
　
尚
明

九
月
十
五
日

松
浦
　
謙
二

◎
権
正
階
（
無
試
験
検
定
）

七
月
一
日

井
上
　
將
嗣

九
月
十
五
日

大
河
　
真
澄

九
月
二
十
日

三
宅
貴
志
子

任
免

自
　
平
成
十
年
七
月
一
日

至
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日

天
石
門
別
神
社

中
川
　
博
彦

英
田
郡
作
東
町
鈴
家

兼
ね
て
宮
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
月
一
日
　

八
幡
神
社
宮
司

田
井
　
良
一

岡
山
市
大
内
田

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
月
七
日

大
藏
神
社
宮
司

石
川
　
　
章

願
い
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

八
月
八
日

大
藏
神
社
禰
宜

石
川
　
紘
子

川
上
郡
備
中
町
大
字
西
山

大
藏
神
社
宮
司
に
任
ず
る

大
藏
神
社
宮
司

石
川
　
紘
子

川
上
郡
備
中
町
大
字
西
山

兼
ね
て
大
己
貴
神
社
宮
司
に
任
ず
る

鶴
崎
神
社
宮
司

太
田
　
浩
司

倉
敷
市
帯
高

兼
ね
て
荒
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
月
十
日
　

縣
主
神
社
宮
司

中
尾
　
英
璽

願
い
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

大
神
社
宮
司

兼
大
山
神
社
宮
司
　
山
室
　
宣
也

願
い
に
依
り
兼
職
を
免
ず
る

八
月
十
三
日

鶴
崎
神
社
宮
司

太
田
　
浩
司

倉
敷
市
五
日
市

兼
ね
て
大
藏
神
社
宮
司
に
任
ず
る

明
剱
神
社
宮
司

藤
井
　
順
介

井
原
市
木
之
子
町

兼
ね
て
縣
主
神
社
宮
司
に
任
ず
る

明
剱
神
社
宮
司

藤
井
　
順
介

後
月
郡
芳
井
町
大
字
天
神
山

兼
ね
て
大
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

九
月
二
日

大
榮
神
社
宮
司

遠
藤
　
良
平

願
い
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

九
月
三
日

八
幡
神
社
宮
司

長
原
　
　
環

川
上
郡
備
中
町
大
字
西
油
野

兼
ね
て
八
幡
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
宮
司

長
原
　
　
環

川
上
郡
備
中
町
大
字
西
油
野

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る

八
幡
神
社
宮
司

長
原
　
　
環

川
上
郡
備
中
町
大
字
西
油
野

兼
ね
て
八
坂
神
社
宮
司
に
任
ず
る

天
石
門
別
神
社

中
川
　
博
彦

英
田
郡
英
田
町
福
本

兼
ね
て
大
榮
神
社
宮
司
に
任
ず
る

天
石
門
別
神
社

中
川
　
博
彦

英
田
郡
英
田
町
福
本

兼
ね
て
福
本
神
社
宮
司
に
任
ず
る

九
月
十
九
日

桑
野
　
　
尚
明

浅
口
郡
金
光
町
大
字
上
竹

太
老
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

九
月
二
十
日

太
老
神
社
禰
宜

桑
野
　
尚
明

倉
敷
市
玉
島
八
島

兼
ね
て
神
崎
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

九
月
二
十
五
日

鴨
布
勢
神
社
禰
宜

佐
藤
　
浄
二

願
い
に
依
り
本
職
を
免
ず

十
月
一
日

疫
神
社
禰
宜

山
根
　
　
要

願
い
に
依
り
本
職
を
免
ず

十
月
五
日

日
吉
神
社
宮
司

向
崎
　
作
雄

御
津
郡
加
茂
川
町
上
野

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
代
務
者
に
任
ず
る

重
岡
神
社
宮
司

行
森
　
克
巳

（
本
殿
・
祝
詞
殿
・
拝
殿
各
々
瓦
葺

屋
根
を
銅
板
葺
と
す
る
）
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御
津
郡
加
茂
川
町
豊
岡

兼
ね
て
八
幡
宮
宮
司
代
務
者
に
任
ず
る

十
月
七
日

岡
山
縣
護
國
神
社
権
禰
宜

藤
本
　
　
政
範

兼
ね
て
清
實
八
幡
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

十
月
九
日

岡
本
　
直
之

真
庭
郡
落
合
町
大
字
木
山

木
山
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

十
月
十
日

松
尾
神
社
禰
宜

藤
井
　
　
守

御
津
郡
加
茂
川
町
案
田

兼
ね
て
化
氣
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

八
幡
宮
禰
宜

草
地
　
知
之

御
津
郡
加
茂
川
町
案
田

兼
ね
て
化
氣
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

十
一
月
一
日

鵜
江
神
社
禰
宜

多
賀
　
康
人

小
田
郡
矢
掛
町
西
川
面

鵜
江
神
社
宮
司
に
任
ず
る

十
一
月
二
日

鵜
江
神
社
宮
司

多
賀
　
康
人

小
田
郡
矢
掛
町
中

兼
ね
て
岩
山
神
社
宮
司
に
任
ず
る

鵜
江
神
社
宮
司

多
賀
　
康
人

小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田

兼
ね
て
崇
道
神
社
宮
司
に
任
ず
る

鵜
江
神
社
宮
司

多
賀
　
康
人

小
田
郡
矢
掛
町
里
山
田

兼
ね
て
雷
神
社
宮
司
に
任
ず
る

十
一
月
十
九
日

福
嶋
　
一
顕

真
庭
郡
久
世
町
台
金
屋

大
宮
神
社
禰
宜
に
任
ず
る

七
月
二
十
五
日

都
窪
郡
早
島
町

鶴
崎
神
社
名
誉
宮
司

廣
山
　
泰
三

【
二
級
】（
七
十
一
歳
）

七
月
二
十
九
日

川
上
郡
備
中
町
大
字
西
油
野

八
幡
神
社
宮
司

長
原
　
伊
勢
正

【
二
級
】（
八
十
歳
）

八
月
十
九
日

御
津
郡
加
茂
川
町
上
野

天
満
神
社
宮
司

草
地
　
巳
郎

【
三
級
】（
八
十
二
歳
）

九
月
十
七
日

小
田
郡
矢
掛
町
中

岩
山
神
社
宮
司

多
賀
　
誠
三

【
二
級
】（
八
十
一
歳
）

十
一
月
十
三
日

高
梁
市
高
倉
町
田
井

杉
戸
八
幡
神
社
禰
宜

鈴
井
　
賢
治

【
三
級
】（
六
十
四
歳
）

十
一
月
十
五
日

久
米
郡
久
米
町
桑
上

貴
布
禰
神
社
宮
司

爲
貞
　
香
苗

【
二
級
上
】（
八
十
三
歳
）

神
職
帰
幽

自
　
平
成
十
年
七
月
一
日

至
　
平
成
十
年
十
二
月
一
日

一
日

月
例
祭

二
日

八
班
宮
連
合
役
員
会

（
神
社
庁
役
員
室
）

三
日

自
民
党
参
議
院
選
挙
対

策
電
話
作
戦
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

七
日

財
務
員
会

八
日

自
民
党
参
議
院
選
挙
対

策
電
話
作
戦
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

十
四
日

身
分
銓
衡
委
員
会
・
表

彰
委
員
会
・
役
員
会

十
五
日

伝
達
式

二
十
三
日
神
政
連
代
議
員
会（
い
さ

お
会
館
）

二
十
七
日

青
少
年
対
策
常
任
委
員

会

三
日

月
例
祭

七
日

総
代
会
評
議
員
会

十
日

岡
山
県
教
神
協
大
会
（
神
社
庁
三
階
）

十
一
日

神
宮
崇
敬
会
評
議
員
会
（
神
社
庁
三
階
）

十
七
〜
十
九
日
　
こ
ど
も
伊
勢
ま
い

り二
十
八
日

大
麻
頒
布
推
進
常
任
委
員
会

一
日

月
例
祭

二
日

班
幣
式

八
日

日
本
会
議
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
来
岡

山
口
県
神
社
関
係
者
大
会（
庁
長
出
張
）

十
日

島
根
県
神
社
関
係
者
大

会
（
庁
長
出
張
）

十
七
日

神
宮
大
麻
頒
布
始
祭（
伊
勢
）

十
八
日

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
反
省
会

二
十
一
日

伝
達
式
・
表
彰
委
員
会

二
十
二
日

教
宣
部
会

二
十
五
日

五
十
年
史
編
纂
会

二
十
八
〜
三
十
日

中
国
地
区
職
員

研
修
（
広
島
）

一
日

月
例
祭

二
日

伝
達
式

七
日

五
十
年
史
編
纂
会

八
日

神
宮
大
麻
頒
布
始
祭

（
吉
備
津
神
社
）

九
日

伝
達
式

二
十
〜
二
十
一
日

総
代
会
全

国
大
会
（
宮
崎
）
庁
長
・
参
事
出
張

二
十
七
日

表
彰
委
員
会

二
十
九
日

広
報
部
会

二
日

月
例
祭
・
監
査
会

十
三
日

社
頭
講
話
研
修
会
・
役

員
会
・
新
穀
感
謝
祭
団
体
参
拝
打
合

会十
九
日

臨
時
協
議
員
会
（
神
社
庁
三
階
）

二
十
六
〜
二
十
八
日

伊
勢
神
宮
新

穀
感
謝
祭
団
体
参
拝
（
五
百
六
十
名

参
加
）

七
月

八
月

九
月

十
一
月

十
月

庁
務
日
誌
抄

自
　
平
成
十
年
七
月
一
日

至
　
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日

歳出の部 

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減 

60,000 

60,000 

60,000 

500,000 

500,000 

500,000 

2,000,000 

2,000,000 

1,047,135 

3,607,135 

5,000,000 

8,607,135

2,600,000 

2,600,000 

2,240,000 

31,367,000 

3,780,000 

100,000 

4,200,000 

3,000,000 

1,789,000 

113,218,000 

3,000,000 

116,218,000

2,660,000 

2,660,000 

2,300,000 

31,867,000 

4,280,000 

600,000 

6,200,000 

5,000,000 

2,836,135 

116,825,135 

8,000,000 

124,825,135

Ⅰ幣 帛 料  

　１幣 帛 料  

　（１．本　庁　幣 

Ⅲ事 務 局 費  

　５庁 　 　 　 費  

　（６．庸　人　費 

Ⅴ各 種 積 立 金  

　１職員退職給与積立金 

Ⅶ予 備 費  

　当期歳出合計 

　次 期 繰 越 金  

　歳 出 合 計  

歳入の部 

科　　　目 補正予算額 既決予算額 増　減 

0 

8,607,135 

8,607,135

113,218,000 

3,000,000 

116,218,000

113,218,000 

11,607,135 

124,825,135

　当期歳入合計 

　前 期 繰 越 金  

　歳 入 合 計  

平成10年度 
岡 　 山 　 県 　 神 　 社 　 庁  

歳入歳出補正予算書 
平成10年7月1日～平成11年6月30日 



（11） 第86号 平成11年１月１日岡 山 県 神 社 庁 報

歳入の部 

歳出の部 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

Ⅱ神 　 事 　 費  

　１神 殿 奉 斎 費  

Ⅲ事 務 局 費  

　１表彰並びに儀礼費 

　（１各種表彰費） 

　（２慶　弔　費） 

　２会 　 議 　 費  

　（１役 員 会 費） 

　（２協議員会費） 

　（３支部長会議費） 

　（４各種委員会諸費） 

　（５諸　　　費） 

　３役 員 関 係 費  

　（１役 員 報 酬） 

　（２各種委員手当） 

　（３教誨師関係費） 

　（４視察研修費） 

　（５地区会議関係費） 

　４給料及び福利厚生費 

　（１給　　　料） 

　（２諸　手　当） 

　（３各種保険料） 

　（４職員厚生費） 

　５庁 　 　 　 費  

　（１備　品　費） 

　（２図書印刷費） 

　（３消 耗 品 費） 

　（４水道光熱費） 

　（５通信運搬費） 

　（６傭　人　費） 

　（７雑　　　費） 

　６交 　 際 　 費  

　７旅 　 　 　 費  

　８管 　 理 　 費  

　（１営繕管理費） 

　（２防　災　費） 

　（３諸　　　費） 

Ⅳ指 導 奨 励 費  

　１教 化 事 業 費  

　（１教　化　費） 

　（２広　報　費） 

　（３神社振興対策費） 

　（４青少年対策費） 

　２神社庁研修所費 

　（１研　修　費） 

 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

168,000 

60,000 

108,000 

△200,495 

△200,495 

2,440 

2,440 

4,280 

△2,090 

250 

△11,700 

△11,700 

△141,700 

0 

130,000 

0 

△57,000 

△277,000 

220,000 

1,648,429 

1,648,429 

△129,234 

5,688 

1,243,309 

528,666 

2,260,445 

2,260,445 

3,810,119 

1,052,640 

4,862,759

1,129,000 

681,000 

448,000 

29,505 

29,505 

34,502,440 

34,502,440 

24,154,280 

8,622,910 

1,725,250 

67,728,300 

67,728,300 

1,308,300 

65,800,000 

370,000 

250,000 

2,743,000 

2,323,000 

420,000 

4,520,429 

4,520,429 

202,766 

45,688 

3,043,309 

1,228,666 

6,760,445 

6,760,445 

117,413,119 

3,052,640 

120,465,759

△70,200 

△70,200 

△2,500 

△67,700

2,499,800 

2,499,800 

2,207,500 

292,300

961,000 

621,000 

340,000 

230,000 

230,000 

34,500,000 

34,500,000 

24,150,000 

8,625,000 

1,725,000 

67,740,000 

67,740,000 

1,450,000 

65,800,000 

240,000 

250,000 

2,800,000 

2,600,000 

200,000 

2,872,000 

2,872,000 

332,000 

40,000 

1,800,000 

700,000 

4,500,000 

4,500,000 

113,603,000 

2,000,000 

115,603,000

2,570,000 

2,570,000 

2,210,000 

360,000

△23,188 

△23,188 

△3,694,029 

△445,220 

△260,220 

△185,000 

△852,767 

△258,017 

△66,910 

△47,810 

△330,030 

△150,000 

1,470 

0 

0 

1,470 

0 

0 

△1,846,951 

△1,000,790 

△378,335 

△145,326 

△322,500 

110,564 

△1,493 

△7,854 

55,233 

146,237 

40,989 

△100,000 

△22,548 

△253,445 

△211,575 

△196,105 

△76,770 

△19,335 

△100,000 

△1,656,306 

△650,829 

△472,199 

△102,379 

0 

△76,251 

△878,240 

△871,520 

 

326,812 

326,812 

28,910,971 

554,780 

439,780 

115,000 

717,233 

141,983 

333,090 

72,190 

169,970 

0 

1,721,470 

1,160,000 

170,000 

141,470 

150,000 

100,000 

19,548,049 

10,599,210 

6,651,665 

2,204,674 

92,500 

3,960,564 

598,507 

392,146 

1,055,233 

696,237 

940,989 

0 

277,452 

346,555 

1,588,425 

473,895 

193,230 

280,665 

0 

6,213,694 

3,849,171 

1,047,801 

2,197,621 

350,000 

253,749 

921,760 

628,480 

 

350,000 

350,000 

32,605,000 

1,000,000 

700,000 

300,000 

1,570,000 

400,000 

400,000 

120,000 

500,000 

150,000 

1,720,000 

1,160,000 

170,000 

140,000 

150,000 

100,000 

21,395,000 

11,600,000 

7,030,000 

2,350,000 

415,000 

3,850,000 

600,000 

400,000 

1,000,000 

550,000 

900,000 

100,000 

300,000 

600,000 

1,800,000 

670,000 

270,000 

300,000 

100,000 

7,870,000 

4,500,000 

1,520,000 

2,300,000 

350,000 

330,000 

1,800,000 

1,500,000 

 

△6,720 

△200,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

△200,000 

0 

72,763 

72,763 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7,028 

7,028 

△420 

8,000 

△552 

△170,000 

△20,000 

△152,000 

2,000 

0 

40,250 

40,250 

0 

△37,931 

△152,985 

△125,802 

240,856 

0 

△1,140,000 

△6,744,376 

△11,607,135 

4,862,759 

 

293,280 

1,220,000 

500,000 

100,000 

20,000 

150,000 

100,000 

70,000 

40,000 

200,000 

40,000 

0 

0 

222,763 

222,763 

6,150,000 

5,000,000 

150,000 

1,000,000 

700,000 

700,000 

18,640,028 

18,640,028 

51,580 

5,158,000 

13,430,448 

875,000 

680,000 

48,000 

47,000 

100,000 

37,080,250 

2,760,250 

34,320,000 

7,262,069 

847,015 

874,198 

5,540,856 

200,000 

0 

 108,858,624 

11,607,135 

120,465,759

300,000 

1,420,000 

500,000 

100,000 

20,000 

150,000 

100,000 

70,000 

40,000 

200,000 

40,000 

200,000 

0 

150,000 

150,000 

6,150,000 

5,000,000 

150,000 

1,000,000 

700,000 

700,000 

18,633,000 

18,633,000 

52,000 

5,150,000 

13,431,000 

1,045,000 

700,000 

200,000 

45,000 

100,000 

37,040,000 

2,720,000 

34,320,000 

7,300,000 

1,000,000 

1,000,000 

5,300,000 

200,000 

1,140,000 

115,603,000 

0 

115,603,000

科　　　目 本年度予算額 本年度決算額 　差異（△減） 

　（２研修奨励費） 

　３各 種 補 助 金  

　（１神青協補助金） 

　（２氏青協補助金） 

　（３県教神協補助金） 

　（４婦人神職会補助金） 

　（５県敬婦連補助金） 

　（６神楽部補助金） 

　（７作州神楽補助金） 

　（８支部長懇話会補助金） 

　（９神宮大祭派遣補助金） 

　（１０神職養成補助金） 

　（１１地区大会援助金） 

　４祭 祀 研 究 費 

　（１祭祀研究諸費） 

Ⅴ各 種 積 立 金  

　１職員退職給与積立金 

　２役員退任慰労金積立金 

　３庁舎建設資金積立金 

Ⅵ神社関係者大会費 

　１神社関係者大会費 

Ⅶ負 　 担 　 金  

　１負 　 担 　 金  

　（１本庁災害慰謝負担金） 

　（２本庁負担金） 

　（３本庁特別納付金） 

Ⅷ渉 　 外 　 費  

　１友好団体関係費 

　２時 局 対 策 費  

　３同 和 対 策 費  

　４神政連関係費 

Ⅸ支 部 関 係 費  

　１負担金報奨費 

　２神宮神徳宣揚費交付金 

Ⅹ大麻頒布事業関係費 

　１大麻頒布推進費 

　２頒 布 事 務 費 

　３頒布事業奨励費 

XI５０周年記念事業費 

XII予 　 備 　 費  

　当期歳出合計 

　次 期 繰 越 金  

　歳 出 合 計  

Ⅰ神饌及幣帛料  

　１本 　 庁 　 幣  

　２神饌及初穂料 

Ⅱ財 産 収 入 

　１基本財産収入 

Ⅲ負 　 担 　 金  

　１負 　 担 　 金  

　（１神社負担金） 

　（２神職負担金） 

　（３支部負担金） 

Ⅳ交 　 付 　 金  

　１本 庁 交 付 金  

　（１本庁交付金） 

　（２神宮神徳宣揚費交付金） 

　（３本庁補助金） 

　（４振興対策補助金） 

Ⅴ寄 　 付 　 金  

　１神社特別寄贈金 

　２寄 　 付 　 金 

Ⅵ諸 　 収 　 入  

　１諸 　 収 　 入  

　（１表 彰 金 ） 

　（２預 金 利 子） 

　（３申請料・任命料） 

　（４雑 収 入） 

Ⅶ繰 　 入 　 金  

　１繰 　 入 　 金  

　当期歳入合計 

　前 期 繰 越 金  

　歳 入 合 計  

平成9年度 
岡 　 山 　 県 　 神 　 社 　 庁  

一般会計決算書  
平成9年7月1日～平成10年6月30日 

歳入総額　　　120,465,759円也 
歳出総額　　　108,858,624円也 
差引残額　　　　11,607,135円也 
　　　　　　　　（次年度へ繰越） 

Ⅰ幣 　 帛 　 料  

　１幣 　 帛 　 料  

　（１本　庁　幣） 

　（２神 社 庁 幣） 

 

　 

 

款内流用を認める 
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新
し
い
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。

先
ず
持
っ
て
、
国
家
の
安
泰
、
四

海
静
謐
、
そ
し
て
各
お
宮
の
社
頭

隆
昌
を
祈
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

い
つ
も
年
頭
に
思
う
こ
と
で
す

が
、
今
年
こ
そ
は
良
い
年
で
あ
り

ま
す
よ
う
に
と
の
念
が
実
現
さ
れ

る
よ
う
祈
念
す
る
次
第
で
す
。

昨
年
は
韓
国
・
シ
ナ
の
要
人
が

日
本
に
来
ま
し
た
。
何
時
ま
で
大

東
亜
戦
争
へ
の
悪
態
を
突
け
ば
気

が
済
む
の
だ
ろ
う
か
。
近
隣
へ
の

配
慮
も
結
構
だ
が
、
日
本
の
政
治

家
ら
し
く
毅
然
た
る
態
度
で
望
ん

で
貰
い
た
い
。
国
民
は
軟
弱
外
交

に
飽
き
飽
き
し
て
い
る
ぞ
。
日
本

の
立
場
を
正
々
堂
々
と
泰
然
自
若

と
述
べ
れ
ば
良
い
。
香
港
返
還
の

前
に
も
イ
ギ
リ
ス
に
も
文
句
を
言

え
ば
良
か
っ
た
の
に
。
正
論
の
前

に
は
、
暴
論
異
論
な
ど
雲
散
消
滅

で
す
。
自
国
の
歴
史
に
誇
り
を
持

つ
時
は
今
で
す
。

最
近
会
議
が
恐
く
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
悪
魔
の
煙
が
私
を
襲

う
か
ら
で
す
。（
笑
い
）
吸
っ
て

る
ご
本
人
は
紫
煙
を
満
喫
し
至
福

の
時
で
し
ょ
う
が
、
吸
わ
な
い
人

間
に
と
っ
て
は
苦
痛
の
一
時
で

す
。
せ
め
て
、
会
議
中
は
禁
煙
に

な
ら
な
い
か
な
と
願
う
今
日
こ
の

頃
で
す
。

今
年
は
卯
年
。
亀
に
負
け
ぬ
よ

う
脱
兎
の
力
を
持
続
し
た
い
も
の

で
す
。
皆
様
方
頑
張
り
ま
せ
う
。

（
記
　
　
中
田
　
保
）

編
　
集
　
後
　
記

神社庁閉庁
のお知らせ

12月28日（月）
「御用納め」

d
新年1月5日（火）
「御用始め」

神
社
庁
事
業
部
取
扱
品
目
の
ご
案
内

県
教
化
委
員
会
作
成
の
『
手
水
の

案
内
板
』
が
、
残
り
わ
ず
か
に
な
り

ま
し
た
の
で
お
申
し
込
み
の
方
は
お

早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
は
各
支
部
教
化
委

員
又
は
神
社
庁
ま
で

神
社
庁
で
は
、
各
種
物
品
及
び
神
道
関
係
書
籍
等
を
斡
旋
し
て
い
ま
す
。

左
記
に
、
取
扱
品
目
の
一
部
を
付
記
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
利
用
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

品　　　　目 

1体 

1体 

500枚 

500枚 

1幅 

1組 

100枚 

100枚 

100枚 

270円 

800円 

7,000円 

4,500円 

11,000円 

1,000円 

2,300円 

2,000円 

1,300円 

各1冊 

1冊 

100本 

100本 

100本 

1部 

1部 

1本 

1枚 

12,233円 

9,709円 

2,450円 

870円 

700円 

20円 

280円 

700円 

100円 

価格 品　　　　目 単位 単位 価格 

 鎮　物 
 （備前焼製　紙箱付） 

 鎮　物 
 （備前焼製  木箱付)

 祝詞全集 
 第1巻～第4巻 

 祝詞全集 
 第5巻 

水　引 
中長 

水　引 
8寸 

水　引 
5寸 

神拝詞 
（表紙付） 

敬神生活の綱領垂れ幕 

 奉　書  
 （厚） 

 お札袋  大  
 （1尺2寸のお札の入るサイズ） 

 お札袋  中  
 （1尺のお札の入るサイズ） 

 お札袋  小  
 （神宮大麻の入るサイズ） 

奉　書 
 （薄） 

御神号掛け軸 

国旗セット 神拝詞 

子供向け社頭標語  

材
質

ア
ル
ミ
（
ブ
ロ
ン
ズ
）

寸
法

額
・
高
さ
　
三
十
四
㎝

幅
　
　
四
十
九
㎝

足
・
長
さ
　
　
　
二
ｍ

価
格

足
付
　
　
一
二
、
〇
〇
〇
円

足
無
し
　
一
一
、
〇
〇
〇
円

※
中
の
案
内
板
を
入
れ
替
え
る

こ
と
に
よ
り
他
の
案
内
板
と

し
て
も
御
使
用
に
な
れ
ま

す
。

その他、各種物品・神道関係書籍等を取り扱っています。

�
�
�
�手
水
の
案
内
板 




